
 

 

 別 紙 

新 旧 対 照 表 

第２ 「所得税基本通達の制定について」（法令解釈通達） （注）アンダ－ラインを付した箇所が改正部分である。 

改     正     後 改     正     前 

 

法第６０条の２《国外転出をする場合の譲渡所得等の特

例》関係 

 

 

法第６０条の２《国外転出をする場合の譲渡所得等の特

例》関係 

 

（非課税有価証券の取扱い） 

60の２－５ ・・・・・、措置法第37条の14第１項《非課税口座内の少額上場株式等に係

る譲渡所得等の非課税》に規定する非課税口座内上場株式等、措置法第37条の14の２

第１項《未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税》に規定する未

成年者口座内上場株式等及び措置法第37条の15第１項《貸付信託の受益権等の譲渡に

よる所得の課税の特例》の規定により譲渡による所得が非課税とされる有価証券につ

いても、・・・・・。 

 

（非課税有価証券の取扱い） 

60の２－５ ・・・・・、措置法第37条の14第１項《非課税口座内の少額上場株式等に係

る譲渡所得等の非課税》に規定する非課税口座内上場株式等及び措置法第37条の15第

１項《貸付信託の受益権等の譲渡による所得の課税の特例》の規定により譲渡による

所得が非課税とされる有価証券についても、・・・・・。 
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